
令和６年第６回八頭町議会定例会発議提案理由 

 

◎発議第８号 

少人数学級・教職員定数の改善に係る意見書の提出について 

 

学校現場では、貧困・いじめ・不登校・教職員の長時間労働や未配置など

解決すべき課題が山積しており、子どもたちのゆたかな学びを保障するため

の教材研究や授業準備の時間を十分に確保することが困難な状況となってい

ます。ゆたかな学びや学校の働き方改革を実現するためには、加配教員の増

員や少数職種の配置増など教職員定数改善が不可欠です。 

2021年の法改正により、小学校の学級編制標準は段階的に35人に引き下げ

られ、計画通り進捗すれば2025年度に完了となります。今後は、小学校に留

まることなく、中学校・高等学校での早期実施と、きめ細かい教育活動をす

すめるために、さらなる学級編制標準の引き下げ、少人数学級の実現が必要

です。 

よって、国会及び政府におかれては、地方教育行政の実情を十分に認識さ

れ、地方自治体が計画的に教育行政を進めることができるように、要請しま

す。 

 以上、地方自治法第 99条の規定に基づき、意見書を提出します。 

 

 

◎発議第９号 

持続可能な学校の実現をめざす意見書の提出について 

 

 今、学校現場は、教員希望者の減少に加え、病気休職者の増加や早期退職

者の増加など、深刻な教職員不足により子どもたちの学びに大きな支障を及

ぼしています。持続可能な学校の実現のためには、教職員の勤務環境の改

善、とりわけ長時間労働の是正が喫緊かつ最大の課題です。24年４月には、

猶予期間が設けられていた５業種に労基法時間外上限が付され、社会全体が

勤務時間の適正化にむかう中、給特法適用の教員については上限を守らない

状態が放置されています。 

「骨太方針 2024」では、中教審「審議のまとめ」をふまえ、「2026年度まで

を集中改革期間とし、働き方改革の更なる加速化、処遇改善、指導・運営体

制の充実、育成支援を一体的に進める」、「2025年度通常国会に教職調整額

の水準や各種手当の見直しなど給特法改正案を提出する」としています。 

学校の働き方改革の前進をはかる観点から、まずは「骨太方針」の実現は必

要です。しかし、長時間労働是正には不十分であり、教員の健康と福祉が守

られていない状況の抜本的な是正策として、具体的な業務削減、教員の業務

負担軽減につながる教職員定数改善などを策定・実施すべきです。19年に改



正された給特法の附帯決議の趣旨をふまえた更なる施策の実施が欠かせませ

ん。 

国においては、持続可能な学校の実現と子どもたちのゆたかな学びの保障の

ため、学校の長時間労働是正に資する政策実行を求めます。 

 以上、地方自治法第 99条の規定に基づき、意見書を提出します。 

 

 


